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Ⅰ 策定に当たって 

１ 策定の趣旨  

 埼玉県では、障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「障害者雇用促進法」という。）の趣

旨に基づき、昭和 56年３月に「障害者の雇用に関する要綱」を策定し、目標雇用率３％の達成

に向けて、障害者の雇用拡大や活躍推進に努めてきました。 

 そうした中、令和元年６月の障害者雇用促進法の改正により、国及び地方公共団体が率先し

て障害者を雇用する責務が明示され、公務部門における障害者雇用の推進がより一層求められ

るようになりました。 

 そこで、各任命権者（知事部局、議会事務局、企業局、下水道局）において連携をしながら、 

障害のある職員それぞれの障害特性を踏まえつつ、全ての職員がお互いに協力し、誰もが働き

やすい職場づくりを進めるため、「埼玉県障害者活躍推進計画（以下、「計画」という。）」を

策定し、今後５年間で取り組むべき施策を明らかにします。 

 なお、本計画は、障害者雇用促進法第７条の３に基づく法定計画となります。 

 

２ 策定主体  

 障害者の雇用の拡大や活躍推進に県庁全体で取り組むために、各任命権者が連携して計画を

策定します。 

 なお、教育委員会及び警察本部は別に計画を策定しますが、取組の実施に当たっては、協力

をしながら進めていきます。 
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３ 計画期間  

 障害者活躍推進計画作成指針では、計画期間について「各機関の実情に応じて、概ね２年間

から５年間とすることが望ましい」とされています。 

 障害者雇用の促進は、より長期的、継続的に取り組んでいく必要があることから、令和８年

度から令和 12年度までの５年間を計画期間とします。なお、計画期間中であっても、法改正等

を踏まえ、必要に応じて、計画の見直しを行います。 

 

４ 計画の策定・推進体制  

 この計画を策定又は改定し、推進するため、各部局の主管課長及び関係課長等を委員とする

「埼玉県障害者活躍推進計画策定・推進委員会」及び、同課の主幹等を委員とする同委員会の

「幹事会」を設置します。 

 また、障害のある職員で構成する同委員会の「分科会」を設置します。 

 本委員会、幹事会及び分科会では、ＰＤＣＡサイクルの観点から、計画の実施状況を毎年度

把握・点検し、推進に当たっての課題の検討や計画の見直し等を行います。 

 さらに、計画の策定に当たっては、職員や所属の担当者にアンケートを実施するとともに、

職員団体への意見聴取を行いました。計画の改定や推進に際しても、職員や所属、職員団体等

の意見を反映します。 

 

５ 周知・公表  

（１）職員に対する計画の周知  

 計画を策定又は改定した際は、会議等により庁内に周知するとともに、庁内ポータルへの

掲載等により、全ての職員に対して周知します。 

 

（２）公表  

 計画を策定又は改定した際は、県ホームページで公表します。 

 また、計画に掲げる取組の実施状況や目標の達成状況等についても、毎年度、周知・公表

します。 
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Ⅱ 状況把握・目標設定 

１ 本県の障害者採用選考等の実施状況  

（１）職員採用選考  

 本県では、昭和 53年度から身体障害者を対象とする採用選考を開始し、以降、実施方法の見

直しや受験対象の拡大を進めてきました。近年の受験者数や合格者数の状況は表１のとおりで

す。 

 近年の主な見直し 

  ・ 平成 19年度から点字による受験を可能とし、受験資格欄の「活版印刷文による出題に

対応できる人」を削除 

  ・ 平成 27年度から受験要件を障害の程度１～４級から１～６級に拡大 

  ・ 平成 29 年度から受験要件の年齢上限（受験年度の４月１日現在の年齢。以下同じ。）

を 29歳から 34歳に引き上げ 

  ・ 平成 30年度から精神障害者を受験対象に追加 

  ・ 令和元年度から、知的障害者を受験対象に加えるとともに、自力通勤、自力職務遂行

及び県内居住要件を撤廃。また、受験要件の年齢上限を 34歳から 58歳に引き上げ 

・ 定年延長に伴い、受験要件の年齢上限を段階的に引き上げ 

 

  表 1 障害者を対象とした職員採用選考実施状況 

試験実施年度 

（採用年度） 

H30 

（R1 採用） 

R1 

（R2 採用） 

R2 

（R3 採用） 

R3 

（R4 採用） 

受験者数 ９３人 ３５７人 ２５４人 １５４人 

合格者数 ２２人 ２６人 ２１人 ２３人 

備考 対象に精神障害者

を追加 

・対象に知的障害

者を追加 

・自力通勤、自力

職務遂行、県内居

住要件を撤廃 

・年齢要件の上限

を 34 歳から 58 歳

に引き上げ 
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試験実施年度 

（採用年度） 

R4 

（R5 採用） 

R5 

（R6 採用） 

R6 

（R7 採用） 

R7 

（R8 採用予定） 

受験者数 １５６人 １５０人 １２０人 １３７人 

合格者数 ２２人 ２５人 １７人 １４人 

備考  ・年齢要件の上限

を 58 歳から 59 歳

に引き上げ 

・年齢要件の上限

を 59 歳から 60 歳

に引き上げ 

 

 

（２）職場体験  

 昭和 62年度から、知的障害者への就業体験の提供等を目的として養護学校（現特別支援学校）

生徒を職場実習生として受け入れる取組を開始し、対象を拡大しながら現在も継続しています。 

 

（３）会計年度任用職員  

  令和２年度から、庁内の定型業務等を集約し、ＩＣＴの活用等により効率的に処理するスマー

トステーションを開設しました。 

 このスマートステーションで働く会計年度任用職員のうち一定数について障害のある方を採

用し、障害者の雇用を一層推進するとともに、民間企業等への正規就労に繋げる取組を実施し

ています。 

 また、令和７年度から、障害者就労支援施設等を利用している障害者の意見を踏まえ、職場

実習を経て、自信のついた障害者が短時間勤務の会計年度任用職員として公務に参画できる仕

組みを導入し、雇用機会を拡大しました。 
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２ 現状の把握  

（１）障害者雇用率  

 令和７年６月 1日現在の障害者雇用の状況は表２のとおりです。 

 全ての任命権者において、法定雇用率に対する不足数は 0.0人であり、法定雇用率を達成し

ています。 

 しかしながら、障害者活躍推進計画（前計画期間）の目標（令和６年６月１日時点で

3.0％）は未達成となっています。 

 

 表 2 令和７年６月１日現在の障害者雇用の状況1 

区分 
法定 

雇用率 

法定雇用障害者数の 

算定基礎となる職員数2 
障害者の数3 実雇用率4 不足数 

知事部局 2.8％ 7,861.0人 233.0人 2.96％ 0.0人 

議会事務局 2.8％ 69.5人 2.0人 2.88％ 0.0人 

企業局 2.8％ 438.5人 15.5人 3.53％ 0.0人 

下水道局 2.8％ 131.5人 4.0人 3.04％ 0.0人 

 

 

  

 
1 令和７年６月１日現在の障害者雇用状況として厚生労働省（埼玉労働局）に報告した数値 
2 職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除い

た職員数 
3 法律上、短時間勤務以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については１人を２人に相当するものとしてダブルカウントを行い、

重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間職員については、１人を０．５人に相当するものとして０．５

カウントとしているものであり、実障害者数ではない。 
4 「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切捨て）から「障害者の数」を減じて

算出。実雇用率が法定雇用率を下回っていても不足数が０人となることがあり、この場合、法定雇用率達成となる。 
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（２）障害のある職員の職場定着の状況  

 障害者を対象とした採用選考における採用者の採用１年後の定着率及び平均勤続年数は、表

３のとおりです。 

 

    表 3 障害のある職員の職場定着の状況 

過去 10年の 

採用１年後の定着率5 
平均勤続年数6 

98.5％ 14年 6月 

   

  （参考）民間企業等における状況 

 ・ 民間企業等における採用１年後の障害者の職場定着率7 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

60.8％ 68.0％ 49.3％ 

 ・ 民間企業等における平均勤続年数8 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

12年２月 ９年１月 ５年１月 

  

 
5 対象：障害者を対象とした埼玉県職員採用選考採用者（平成 27年度～令和 6 年度採用） 
6 対象：障害者を対象とした埼玉県職員採用選考採用者（令和 7 年 6月 1 日現在の在職者） 
7 「障害者の就業状況等に関する調査研究」（平成 29年度 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター） 
8 「令和５年度障害者雇用実態調査」（令和６年３月 27 日 厚生労働省） 
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（３）職員へのアンケート・意見聴取  

ア 職員へのアンケート結果9 

  職員を対象に、埼玉県庁における障害者雇用についてアンケートを行いました。 

  結果の概要は表４から表７のとおりです。  

 表 4 埼玉県庁は、障害者である職員が働きやすい職場だと思うか 

 

  

 表 5 働きやすい職場だと思う点（複数回答可） 

 
 

 

 

 

 
9 令和７年度自己申告付帯調査として実施。調査実施期間：令和７年 10月 20 日～令和７年 11 月 19日。 

 端数処理を行っている関係で、合計が 100％にならない場合がある。 

そう思う

7.3%

そう思う

9.2%

ややそう思う

26.0%

ややそう思う

29.4%

どちらともいえない

43.8%

どちらともいえない

47.0%

あまりそう思わない

18.0%

あまりそう思わない

10.9%

そう思わない

4.8%

そう思わない

3.5%

R4年度

44.0%

7.1%

72.8%

1.8%

43.8%

10.5%

70.8%

2.0%

R4年度 R7年度

＊「その他」の意見（抜粋） 

 ・ 職員の意識・理解 

 ・ 休暇・在宅勤務 

 ・ 採用枠の確保 等 

R7 年度 

庁舎などの

環境 
相談体制 業務をする上で

の障害への配慮 

その他 
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 表 6 働きやすい職場だと思わない点（複数回答可） 

 

 

  

表 7 今後、どのような取組を充実していく必要があると思うか（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 ＊「その他」の意見（抜粋） 

  ・ 障害のある職員のいる所属へのフォロー・支援体制 

81.4%

11.0%

45.3%

7.6%

79.0%

12.8%

45.4%

9.1%

R4年度 R7年度

＊「その他」の意見（抜粋） 

 ・ 適切な配属 

 ・ 業務内容・業務量 

 ・ 組織全体での支援体制 

 ・ 職員数に余裕がないことに 

  よる支援不足 等 

 

庁舎環境の整備

（エレベーターや

トイレ、スロープ

等） 

所属内の執務

環境の整備

（導線の確保

や細かな段差

の解消等） 

業務を補助

する機器の

導入 

健康相談や

カウンセリン

グなどの相

談体制 

所属内での

相談体制 

障害への理

解を深める

研修の実施 

障害の特性

に応じた業

務のマッチン

グ 

その他 

庁舎などの

環境 
相談体制 業務をする上で

の障害への配慮 

その他 
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  ・ 適切かつ十分な人員配置 

  ・ 機能的な庁舎への建て替え 

  ・ 在宅勤務の更なる促進など、多様な働き方の推進 等 

 

イ 所属へのアンケート結果10 

 「障害者の雇用に関する要綱」及び本要綱の運用通知において、障害のある職員が配属

された所属では、障害のある職員からの相談等に対応する職員を選任することとしていま

す。障害のある職員からの相談等に対応する職員を対象としたアンケートの実施結果は表

８から表 11のとおりです。 

 

 表 8 障害を理由とした配慮の申し出を受けたことがあるか 

 

 

 

 

 表 9 その申し出に対応することはできたか 

 R4年度 R7年度 増減 

申し出どおりに対応できた 72.2% 75.0% 2.8% 

申し出の一部に対応できた 22.2% 19.0% ▲3.2% 

対応できなかった 5.6% 6.0% 0.4% 

  

 表 10 障害のある職員への対応や障害のある職員からの相談等で悩みや課題はあるか 

   

 

    

 

 

 

 
10 「障害者相談担当員を対象としたアンケート調査（調査期間：令和７年 11月 4 日～令和７年 11 月 12 日）」。 

  端数処理を行っている関係で、合計が 100％にならない場合がある。 

 R4年度 R7年度 増減 

あり 26.5% 43.0% 16.5% 

なし 73.5% 57.0% ▲16.5% 

 R4年度 R7年度 増減 

あり 19.4% 34.0% 14.6% 

なし 80.6% 66.0% ▲14.6% 
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 表 11 障害のある職員への対応に当たって必要な支援や体制（複数回答可） 

 

   

 

 

 ＊「その他」の意見（抜粋） 

  ・ 職員の理解と協力体制 

  ・ 所属へのフォロー体制の整備 

  ・ 能力、適性に応じた所属への配置 等 

 

 ○ 研修で知りたい内容（抜粋） 

  ・ 具体的な相談事例や対応事例のケーススタディ 

  ・ 障害種別ごとの対応方法 

  ・ 「合理的配慮」についてその対応例の紹介 等 

 

 ○ その他、意見や要望（抜粋） 

  ・ ハード面の一層の改善 

  ・ 所属へのフォロー体制の整備 

  ・ 障害の状況把握の徹底と適性に応じた所属への配置 等 

 

 

 

 

 
10  「障害者相談担当員を対象としたアンケート調査（調査期間：令和７年 11月 4 日～令和７年 11月 12日）」。 

端数処理を行っている関係で、合計が 100％にならない場合がある。 

庁内での研修の

実施 
外部セミナーに

関する情報 

所属内での

相談体制の

明確化 

予算支援  

（必要な機器の

導入や支援者の

配置等に係る費

用） 

合理的配慮

マニュアル等

の充実 

専門家に相談

できる体制の

整備 

庁内（所属

以外）の相

談窓口の明

確化 

その他 
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ウ 障害のある職員からの意見 

  埼玉県障害者活躍推進計画策定・推進委員会分科会委員及び障害者採用選考を受験し採用

された職員11を対象に、県における障害者雇用について意見や要望を聞き取りました。主な内

容は以下のとおりです。 

   

○ 障害による配慮事項に関する周囲への相談・説明 

 ・ 業務量、業務内容、勤務時間等について相談をした 

 ・ 長距離歩行が難しい、瞬時に高度な処理を行うことが難しい等、自身の障害特性につい

て説明、相談をした 

 ・ 通院日の年次休暇取得、業務の予定・進捗状況、体調について説明、相談をした 

 ・ 執務室のドアが開け戸であったため、車いす使用時でも入室しやすいスライドドアに 

改修できないか相談をした 

 ・ 大きな物音が苦手等、執務環境について相談をした 

 ・ 通勤経路の変更について相談をした 

 ・ 聴覚障害のため、朝礼や会議時の情報保障について相談をした 

 ・ 障害特性により配慮が必要な事項の説明ペーパーを渡し、新年度初日に課内全職員に対

して障害のことを説明いただいた 

 ・ 障害者相談担当員や上司との面談を適宜実施している 

 

○ 相談した際の対応 

 ・ 業務量の調整を相談したが、業務負担が改善されない 

 ・ 相談者に寄り添い、柔軟に対応してくれた 

 ・ 執務環境の改善について、迅速に対応してくれた 

 ・ 朝礼や会議の際に毎回文字起こしをすることや、チャット会議をするなどの対応をして

もらった 

 ・ 体調について頻繁に気にかけていただき、その時必要な対応をしていただいている 

 ・ テレワークで可能な業務についてはできる限りテレワークで可としてもらっている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 「障害者採用選考に関するアンケート（調査期間：令和 7年 11月 4 日～令和 7年 11 月 12 日）」。 

  対象：平成 30年度から令和 6 年度の障害者採用選考を受験し、採用された職員） 
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○ 所属への相談のしやすさ 

【相談しやすい】 

 ・ 定期的な面談をしてもらい現在の状況を理解・把握してもらえる 

 ・ 普段から、障害について声をかけてもらい、気にかけてもらっていると、伝わっている

と感じている 

 ・ 障害者相談担当員や上司が相談しやすい方であるため 

【相談しにくい】 

 ・ 話は聞き入れるが、業務優先により対応していただけないため 

 ・ 内部障害なので、上司も実感が湧きにくいと思われる 

 ・ 同僚より事務の質量が劣っているのに、自身のことを主張することは気が引けてしまう 

 ・ 障害者相談担当員や上司は専門家ではないため、病状等についてどこまで理解が得られ

るか不安 

 

○ 職場環境の整備や職場での理解促進についての意見・要望 

【職場環境整備】 

 ・ 職場のバリアフリー化（スロープ、手すり、エレベーター等） 

 ・ 車いす利用を踏まえた執務室内外における動線の確保 

 ・ Teamsの文字起こしとは別に、文字起こしのできる機器を導入していただきたい 

 ・ 一時的に体調が不安定になったときに一人になって落ち着けるスペースの確保 

 ・ 職員の打合せの声が気になるため、個室の小さい打合せスペースの確保 

 ・ 職場に人的な余裕がないと配慮をしてもらえないため人員面で余裕を持たせてほしい 

 ・ テレワークのできる環境が広がってほしい 

 

○ 採用時の対応への意見・要望 

 ・ 配慮のある対応、柔軟な対応をしていただいた 

 ・ 支援機関と県庁側の担当者が連携できると就職後の支援がスムーズになるのではないか 

 ・ 障害のことを担当部所内でしっかり周知してほしい 

 ・ 障害者の採用が、年齢、経験にかかわらず、必ず「初級」扱いになるのは疑問 

 ・ 不慣れな時期に新規採用職員研修と業務が重なるため、密な相談が必要 

 ・ 障害者相談担当員がいること、それが副課長・副所長等であることの周知を徹底してほ

しい 

 ・ 面接試験が１回だったため、２回に増やして適性を見極めるなどの対応が必要と感じる 

 ・ 個々で配慮が必要であるため、できれば入庁前に細かい配慮事項を本人と詰める時間が

あるとよい 
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○ 入庁して職務に従事するにあたり、不安だった点、大変だった点等 

 ・ 業務内容がわからず、自分が出来る仕事なのか、ついていけるのか等、不安だった 

 ・ 職場や業務に慣れるのが大変だったが、定期的な面談が助かった 

 ・ 本当に配慮していただけるか、柔軟な働き方ができるのか心配だった 

 ・ 目に見えない障害のため、配慮に関して周囲の理解を得ることが不安であった 

 ・ 自分の障害について知っている人は誰なのか説明がない事、体調に異変が出ていても言

うに言えない事が不安だった 

 ・ 新規採用職員研修と業務が重なり、体への負荷が大きかったため、不安だった 
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エ 障害のある職員の職務の適性・満足度12 

 毎年度、職員の適正な配置や能力の開発等を目的に、職務の適性や業務量、業務の質、満

足度や希望する分野、活用してほしい能力などを職員が申告する「自己申告」を行っていま

す。 

 この自己申告において、障害のある職員が回答した「職務の適性」や「職務の満足度」は

表 11及び表 12のとおりです。 

 

 表 11 職務の適性 

 障害のある職員 

 

 （参考）障害のある職員以外の職員 

 

 

 

 

 

 
12 令和７年度自己申告より抜粋 

7.8%

8.1%

28.7%

31.9%

47.9%

46.9%

10.8%

8.1%

4.8%

5.0%

非常に適している やや適している 普通 やや適していない 適していない

11.2%

10.9%

36.3%

36.8%

42.8%

41.9%

7.0%

7.2%

2.7%

3.2%

非常に適している やや適している 普通 やや適していない 適していない

R７年度 

R７年度 

R４年度 

R４年度 
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  表 12 職務の満足度 

  障害のある職員 

 

  （参考）障害のある職員以外の職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

12令和７年度自己申告より抜粋 

7.2%

6.3%

29.3%

30.0%

50.9%

45.6%

9.0%

10.0%

3.6%

8.1%

非常に満足している やや満足している 普通 あまり満足していない 不満足である

11.2%

10.6%

38.0%

38.2%

39.9%

39.6%

8.9%

9.5%

2.0%

2.1%

非常に満足している やや満足している 普通 あまり満足していない 不満足である

R７年度 

R７年度 

R４年度 

R４年度 
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３ 現状を踏まえた課題認識  

  全ての任命権者で法定雇用率を達成しているものの、「障害者の雇用に関する要綱」における

目標雇用率の３％については、達成していない機関が多い状況となっています。また、令和８年

７月からは法定雇用率が３％となり、必達が求められる状況です。 

  そのため、引き続き障害のある職員の採用を進めていく必要があります。また、目標雇用率を

達成した場合であっても、雇用率の維持に努める必要もあります。 

  職場への定着状況は引き続き高い水準にあると考えられます。職務への満足度は、障害のない

職員と比較してやや低い傾向があり、障害のある職員の職務の適性に関する回答は前回調査時よ

り低下しているため、面談等を通じて理由の把握を行い、改善策を検討していきます。 

  また、採用を始めた精神障害者や知的障害者の定着状況や満足度等についても、引き続き、把

握・分析していく必要があります。 

  障害の種別や任用形態に関わらず、全ての障害のある職員がやりがいを持ちながら、長く安定

して働き続けるためには、執務環境の改善や機器の導入といったハード面の整備とともに、研修

や相談体制の充実、多様な働き方の推進といったソフト面での充実も重要です。現に障害のある

職員が在籍していない機関においても、障害者雇用の必要性や様々な障害特性への理解を深める

ことが求められます。 

  さらに、本計画は「障害のある職員それぞれの障害特性を踏まえつつ、全ての職員がお互いに

協力し、誰もが働きやすい職場づくりを進める」ことを策定趣旨としており、障害者雇用促進法

第２条第１号の定義に該当する難病患者も対象に含まれています。 

しかしながら、障害者や難病患者であることはプライバシーに関わる情報であることから、本

県では同法第 40 条に基づく任免状況の通報に必要な範囲で、手帳を所持している障害者のみを

把握している状況となっています。難病患者である職員については、自己申告制度等の中で配慮

の申し出があった者について個別に対応しているところですが、今後は本人の意思を尊重しつつ

適切に状況を把握し、必要な体制を整えていく必要があると考えています。 

なお、手帳を所持していない難病患者の位置付けについては、令和８年２月に国の「今後の障

害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」で報告書が取りまとめられ、今後、労働政策審議会

障害者雇用分科会にて議論が進められるとされており、その結果を踏まえて、本県でも障害者採

用選考の対象とするかを検討します。  
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４ 計画の目標  

   障害者活躍推進計画作成指針では、採用に関する目標（雇用率等）の設定が「必要である」

とされています。加えて、定着に関する目標（定着率等）や満足度に関する目標についても、設

定することが、それぞれ「重要である」、「望ましい」とされています。 

  そこで、本計画では、以下のとおり目標を設定します。 

  なお、現に障害のある職員が在籍していない機関においては、数値目標は定めませんが、他機

関とともに障害者雇用の推進について理解を深めることを目標とします。 

（１）採用に関する目標  

任命権者（部局） 目標項目 
現状値 

（令和７年６月１日） 
目標 

（各年度６月１日） 

知事部局 

障害者雇用率 

2.96％  

法定雇用率を上回る 

水準を維持すること 
議会事務局 2.88％ 

企業局 3.53％ 

下水道局 3.04％ 

選挙管理委員会事務局 

障害者雇用の理解 ― 
障害者雇用の 

理解を促進すること 
監査事務局 

人事委員会事務局 
 

（２）定着に関する目標  

任命権者（部局） 目標項目 現状値 
（令和７年 4月 1 日） 

目標 
（各年度 4 月 1日） 

知事部局 
採用１年後定着率 

（各年度に採用された

障害のある職員） 

100％ 100％ 
議会事務局 

企業局 

下水道局 

選挙管理委員会事務局 

障害者雇用の理解 ― 
障害者雇用の 

理解を促進する 
監査事務局 

人事委員会事務局 

（３）満足度に関する目標  

任命権者（部局） 目標項目 現状値 
（令和７年 11 月 1日） 

目標 
（各年度 11月 1 日） 

知事部局 

障害のある職員の

職務の満足度 
36.5％ 

障害者である職員 

以外の職員の 

満足度と同水準 

議会事務局 

企業局 

下水道局 

選挙管理委員会事務局 

障害者雇用の理解 ― 
障害者雇用の 

理解を促進する 
監査事務局 

人事委員会事務局 



   

18 

 

Ⅲ 取組内容 

施策体系  

１ 障害者の活躍を推進する体制整備 

   （１）計画推進体制の整備  

      ア 「埼玉県障害者活躍推進計画策定・推進委員会」の設置等 

      イ 「障害者雇用推進者」の選任  

   （２）相談先の確保     

      ア 障害のある職員からの相談等に対応する職員の選任 

      イ 障害のある職員の多様な相談先の確保 

      ウ 所属担当者の相談先の確保 

   （３）職員の理解・意識啓発 

      ア 研修の実施 

      イ 外部セミナー・講習会等の活用 

      ウ マニュアルの作成・周知 

 

２ 職務の選定・創出 

 

３ 職場環境・人事管理 

   （１）職場環境      

      ア 障害特性に配慮した施設整備や就労支援機器の導入等 

      イ 面談等を通じた必要な配慮等の把握 

   （２）募集・採用     

      ア 障害特性に配慮した募集・採用の実施 

      イ 会計年度任用職員としての採用 

      ウ 職場体験の受入れ 

      エ 関係機関との連携 

   （３）働き方       

      ア 多様で柔軟な働き方の推進 

      イ 年次休暇等の使用促進 

   （４）キャリア形成の支援 

 

４ その他（優先調達等）  
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１ 障害者の活躍を推進する体制整備  

（１）計画推進体制の整備  

ア 「埼玉県障害者活躍推進計画策定・推進委員会」の設置等  

  各部局の主管課長及び関係課長等で構成する「埼玉県障害者活躍推進計画策定・推進委員

会」を設置し、毎年度、計画の実施状況を把握・点検するとともに、推進に当たっての課題

検討や計画見直し等を行います。 

  同委員会には、各部局主管課及び関係課の主幹等を委員とする「障害者活躍推進計画策定・

推進委員会幹事会」並びに、障害のある職員を委員とする「埼玉県障害者活躍推進計画策定・

推進委員会分科会」を設置し、委員会とともに計画の実施状況の把握・点検、課題の検討や

計画の見直し等を行います。 

 

イ 「障害者雇用推進者」の選任  

  各任命権者が以下のとおり、障害者雇用促進法に基づく「障害者雇用推進者」を選任し、

障害者雇用の促進等の責任者に位置付けます。 

 

任命権者（部局） 障害者雇用推進者 

知事部局 総務部長 

議会事務局 議会事務局長 

企業局 総務課長 

下水道局 下水道管理課長 

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会書記長（市町村課長） 

監査事務局 副事務局長兼監査第一課長 

人事委員会事務局 副事務局長兼総務給与課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「障害者雇用推進者」の主な業務 

 

① 障害者の雇用の促進及び継続を図るため、施設又は設備の設置又は 

整備その他の諸条件の整備を図るための業務 

② 障害者活躍推進計画の作成及び障害者である職員の職業生活における 

 活躍の推進に関する取組の円滑な実施を図るための業務 

③ 対象障害者の採用に関する計画（以下、「障害者採用計画」という。） 

の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務 

④ 障害者採用計画の適正な実施に関する勧告並びに対象障害者及び特定 

身体障害者の確認の適正な実施に関する勧告を受けたときは、当該勧告 

に係る厚生労働省との連絡に関する業務 

⑤ 厚生労働大臣に対する対象障害者である職員の任免に関する状況の通 

報及び公表 

 ⑥ 障害者を免職する場合における公共職業安定所長への届出の業務 
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（２）相談先の確保  

ア 障害のある職員からの相談等に対応する職員の選任 

 障害のある職員が配置された所属の人事担当者等を、障害者の雇用に関する要綱に基づ

く「障害者相談担当員（旧：障害者職業指導担当員）」に選任します。 

 同担当員は、障害のある職員からの相談や障害に応じた職場環境の整備、障害者の職場

適応能力の向上に関する職務を行います。 

 また、障害のある職員が５人以上いる所属において、障害者雇用促進法に基づく「障害者

職業生活相談員」を選任します。 

 原則として、障害者相談担当員を同相談員として選任します。 

 同相談員は、障害のある職員の職業生活に関する相談等を行います。 

 

イ 障害のある職員の多様な相談先の確保 

 所属職員には話しにくい相談や所属で対応が難しい相談には、各部局人事担当者や人事

課が相談に対応します。  

 身体的健康・精神的健康を含め、健康に関する悩みに対応するために、職員健康支援課が

行う「専門医（精神科・内科医）による健康相談」、「心療内科・精神科等診療所での職員

カウンセリング」、「なんでも健康相談」などを周知し、利用を促します。 

 また、埼玉労働局の「職場適応支援者」による支援について周知し、活用を促進します。 

 

ウ 所属担当者の相談先の確保 

 障害のある職員に関する相談等について、部局人事担当者や人事課が対応します。 

 また、障害者の職場定着に関する相談に対応するため、専門的ノウハウを有するアドバ

イザーを配置します。  

 障害のある職員の身体的健康・精神的健康及び配慮事項や職務に当たっての留意点等に

ついて、人事部門と連携し、職員健康支援課が相談に対応します。 

 そのほか、埼玉労働局の「職場適応支援者」による支援について周知し、活用を促進しま

す。  
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図１ 計画の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 相談体制 
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 埼玉県障害者活躍推進計画策定・推進委員会  

 委員長：人財政策局長 副委員長：人事課長 

 委 員：主管課長、他任命権者主管課長、関係課課長等 

 

 埼玉県障害者活躍推進計画策定・推進委員会幹事会  

 幹事長：人事課長 副幹事長：人事課副課長 

 委員長：主管課主幹、他任命権者主管課主幹、関係課主幹等 

  

 埼玉県障害者活躍推進計画策定・推進委員会分科会  
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（３）職員の理解・意識啓発  

ア 研修の実施 

 彩の国さいたま人づくり広域連合で実施する階層別研修において、障害の特性や必要な

配慮について理解を深めるとともに、障害のある方への適切な対応等を学ぶ研修を実施し

ます。 

 また、全ての職員を対象に隙間の時間を活用して学べるように研修動画を配信します。 

 このほか、障害のある職員からの相談等に対応する職員を対象とした研修も実施します。  

 

イ 外部セミナー・講習会等の活用 

 障害に関する理解の促進や職場における適切な支援の実施のため、外部機関が実施する

セミナー、講習会及び厚生労働省による「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」等

の周知・活用を図ります。  

 

ウ マニュアルの作成・周知 

 障害のある職員が働きやすい環境づくりの取組例を記載したマニュアルを作成し、全て

の職員に対し、周知を図ります。  

 

 

２ 職務の選定・創出  

障害のある職員の配属先の検討に当たっては、採用時の意向聴取等を通じて、一人ひとりの特

性・能力等を把握し、本人に合った業務の割振り又は職場への配置を行います。  

配置後においても、障害者本人の職務遂行状況や習熟状況に加え、自己申告や所属・人事課・

部局担当者による面談等により、現在の障害の状況や職務・勤務地の希望等を把握し、適切なマ

ッチングを行います。  

スマートステーションにおいては、障害者雇用に知見のあるアドバイザーの助言や職員の障害

特性を考慮し、会計年度任用職員として採用される障害者に対し、適切な業務とのマッチングを

行います。  

また、各課所へのヒアリング等を通じて、障害のある職員に適した業務の掘り起こしを行いま

す。 
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３ 環境整備・人事管理  

（１）職場環境  

ア 障害特性に配慮した施設整備や就労支援機器の導入等 

 職員の障害特性に配慮し、引き戸、スロープ等の整備や障害者用トイレの計画的な改修

に努めます。 

 各所属において、車椅子や杖を使う職員に配慮した十分なスペースが確保できるよう努

めます。 

 また、障害のある職員本人からの申出に応じて、就労支援機器の導入等を行います。 

 

イ 面談等を通じた必要な配慮等の把握 

 人事評価や自己申告の面談等を通じて、必要な配慮等を把握し、人事異動における配慮

や働きやすい職場環境の整備等に努めます。  

 

（２）募集・採用  

ア 障害特性に配慮した募集・採用の実施 

 正規職員の障害者採用選考の実施に当たっては、点字での受験や手話通訳者の配置、試

験員の発言内容をまとめた紙の配布、ワープロや補助具等の使用、人物試験時の就労支援

機関職員等の同席を可能とするなど、できるだけ多くの配慮事項に対応できるような体制

を整えます。 

 また、障害者採用選考以外の競争試験等の実施に当たっても、障害や難病を理由とした

配慮の申出があった場合には、他の受験者との公平性に配慮しつつ、配慮事項に対応でき

るよう努めます。 

 

イ 会計年度任用職員としての採用 

 スマートステーションにおいて、弾力的な勤務時間で就労が可能な会計年度任用職員と

して障害者を採用します。 

 また、令和７年度に開始した、職場実習を経て、自信のついた障害者が短時間勤務の会計

年度任用職員として公務に参画できる仕組みを今後も継続していきます。 

 

ウ 職場体験の受入れ 

 障害者の社会参加や就労意識の高揚等を図るため、特別支援学校の生徒や就労支援セン

ターの利用者等を対象に職場体験の受入れを行います。 
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エ 関係機関との連携 

 職員の採用・募集等に当たっては、ハローワーク及び就労支援機関等との連携を図りま

す。 

 

（３）働き方  

ア 多様で柔軟な働き方の推進 

  体調に配慮しながら無理なく、安定的に働き続けられるよう、多様で柔軟な働き方を推進

します。 

 

イ 年次休暇等の使用促進 

 心身のリフレッシュやワークライフバランスの実現を図るため、年次休暇等の使用を促

します。 

 

（４）キャリア形成の支援  

 キャリアプランシートの作成や所属長との面談を通じて、職員の主体的なキャリア形成や

適材適所の人事配置等につなげる「キャリアプランニング支援制度」により、障害のある職

員を含む全ての職員のキャリア形成を支援します。 

 スマートステーションにおいて会計年度任用職員として採用される障害者に対し、本人の

希望等を踏まえ、障害のある職員と障害のない職員がともに働く職場環境で、ICT を活用し

た業務など幅広い業務経験を提供し、民間企業等への正規就労に繋げる取組を行います。 

 

４ その他（優先調達等）  

   毎年度、埼玉県障害者優先調達推進方針を策定し、障害者就労施設等からの調達を推進しま

す。また、市町村の調達計画についても、策定を促進します。  

   障害者雇用に積極的に取り組む事業主に対する、総合評価の際の加点や競争入札参加資格の

等級格付における加点等の取組を通じて、障害者の活躍を促進します。 


